
議案第 148号 

 

 

市道の認定について 

 

 道路法（昭和 27年法律第 180号）第８条第２項の規定により、下記のとおり市道路

線を認定したいので、議会の議決を求める。 

 

 

記 

 

 

 別紙市道認定路線調書による。 

 

 

平成 30年 11月 28日 提出 

 

 

安曇野市長  宮澤 宗弘  

 



（別紙） 市 道 認 定 路 線 調 書
　

路 線 番 号 起 点 地 番

路 線 名 称 終 点 地 番

24684 穂高柏原2426-4番地先 L = 30.0

穂高4684号線 穂高柏原2425-1番地先 W = 6.0

41774 堀金烏川2843-4番地先 L = 57.6

堀金1774号線 堀金烏川2844-7番地先 W = 6.0

41775 堀金烏川2850-1番地先 L = 21.3

堀金1775号線 堀金烏川2850-11番地先 W = 6.0

54302 明科中川手3704番地先 L= 90.3

明科4302号線 明科中川手3724番地先 W= 10.9～33.3

54303 明科中川手3727-1番地先 L= 203.5

明科4303号線 明科中川手4008-7番地先 W＝ 7.7～9.5
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整
理
番
号

重要
な経
過地

認  定  理  由
延 長（ｍ）

幅 員（ｍ）

1

2

明科駅前広場整備に伴
う認定

4

宅地造成に伴う認定

宅地造成に伴う認定

宅地造成に伴う認定3

明科駅前広場整備に伴
う認定



 

 

 

 

 

 

 

認定路線位置図 

穂高 4684号線 

整理番号 １ 

２ 



 

 

 

 

 

 

4 

認定路線位置図 
整理番号 ２ 

堀金 1774号線 

３ 



 

 

 

 

 

 
 

 

認定路線位置図 整理番号 ３ 

堀金 1775号線 

４ 



 

 

 

 

 

 

認定路線位置図 整理番号 ４ 

５ 

明科 4302号線 

明科 4303号線 



議案第 149号 

 

 

地区土地利用計画について 

 

安曇野市の適正な土地利用に関する条例（平成 22年安曇野市条例第 28号）第 12条第１項

の規定により、下記のとおり地区土地利用計画を定めたいので、議会の議決を求める。 

 

 

記 

 

 

 別紙 豊科真々部地区 地区土地利用計画による。 

 

 

  平成 30年 11月 28日 提出 

 

 

安曇野市長  宮澤 宗弘  
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豊科真々部地区 地区土地利用計画 

■土地利用条例第 13条第 1項関係 

必 

須 

事 

項 

(1) 地区 の
土 地 の
範囲 

安曇野市豊科高家 5972-2、5972-5、5972-20、5973-1、5974-1、5974-2、5974-3、

5975-1、5975-3、5975-11、5975-12、5975-13、5975-14、5977-3 

（面積 概ね 11,100㎡） 

(2) 地区 の
土 地 利
用 の 方
針・目指
す べ き
方向 

・本地区は、三郷拠点地区から東方約 500ｍ、県道梓橋田沢停車場線から西方約 200
ｍの地点にあり、本地区の周辺には基本集落や田園が位置している。 

・土地利用基本計画では「田園環境区域」、景観計画では「田園エリア」、安曇野市
都市計画マスタープランでは「都市機能の集積・拡張を図り、将来的に市街地を
形成するゾーン」として定められている。 

・建築物の用途の混在、敷地の細分化などによる住環境の悪化を防止することで、
緑豊かな居住エリアの形成を目指し、本地区を良好な一戸建て住宅を中心とする
低層住宅地区として誘導を図る。 

(3) 地区 の

適 正 か

つ 合 理

的 な 土

地 利 用

を 図 る

た め の

開 発 事

業 の 基

準 

建築物等
の用途制
限 

次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 
 

1 一戸建ての住宅（自己用専用住宅） 
2 ゴミステーション 
3 公民館・集会所 

建 蔽 率 50％以下 

容 積 率 80％以下 

敷地面積の

最低限度 
300㎡（ただし、ゴミステーションを除く。） 

壁面後退 

建築物の外壁（出窓・戸袋を除く。以下同じ。）又はこれに代わる柱
の面から農地及び道路境界線までの距離は 2.0ｍ以上、その他隣地境界
線までの距離は 1.0ｍ以上とする。 
 但し、以下のいずれかに該当するものを除く。 
 
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が 3ｍ以下の建築物
又は建築物の部分  

2 物置等で軒の高さが 2.3ｍ以下でかつ床面積の合計が 5 ㎡以内の建
築物の部分 

3 床面積の合計が 10㎡の以内の建築物 
4 床面積の合計が 30 ㎡以内の壁面を有しない建築物又は建築物の壁
面を有しない部分  

5 ゴミステーション 

建築物等
の高さの
最高限度 

高さは 10ｍ以下かつ階数は地階を除き 2以下とする。 

垣・さく

の構造の

制限 

 道路境界から奥行 1.0ｍまでに設置するものの構造は、次のいずれか
に掲げるものとする。 
 
1 生垣 
2 敷地の前面道路面から高さ 0.6ｍ以下のﾌﾞﾛｯｸ塀、擁壁、石積み等 
3 片側の幅 1.5ｍ以下の門柱及びこれらに類するもので、敷地地盤面
からの高さ 1.5ｍ以下のもの 
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■土地利用条例第 13条第 2項関係 

必
要
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
る
事
項 

(1)地区の利用に供

される道路、公

園その他公共施

設の整備に関す

る計画 

1 地区内の開発道路は、Ｗ＝6.0ｍとし、市道認定を得るべく市道認定基
準により築造し、工事検査完了後市に帰属させる。 

2 地区と市道豊科 3006 号線及び市道豊科 3014 号線が接する部分の道路
は、地区内の道路後退を行うことでＷ＝6.5ｍとし、道路後退部分は工
事検査完了後市に帰属させる。 

3 緑地は、法定面積以上として市に帰属させるとともに、管理は当地区
により行うものとする。 

4 上水道は安曇野市上水道に接続し、汚水は公共下水道に接続するもの
とする。 

5 消火施設、ゴミステーション、防犯灯、カーブミラー等の公共施設設
置については、市並びに地元区の指導の下に設置するものとする。 

(2)その他市長が地

区の適正かつ合

理的な土地利用

を図るために必

要と認める事項 

必須事項(3)に示す基準のほかは、安曇野市景観づくりガイドラインに
準ずるものとする。（ただし、屋根の形状を除く。） 
 
当地区の環境、安全の維持・保全のため、次の事項についても留意する

ものとする。 
 
1 区画は、資材または廃棄物の置場として利用しない。 
2 必要な台数分の駐車場を敷地内又は付近に備え、路上駐車はしない。 
3 敷地地盤高は、原則として宅地造成完成時の高さを維持するものとす
る。 

4 道路のすみ切り部分（交差点内）は、自動車の出入り口としない。 
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地区土地利用計画区域 

県道梓橋田沢停車場線 

市道豊科 3014 号線 

市道豊科 3006 号線 

 

豊科真々部地区  地区土地利用計画  区域図 

3 



議案第 150 号 

 

 

小学校施設改修事業 穂高南小学校長寿命化改良工事 Ⅰ・Ⅱ期 変更請負契約につ

いて 

 

 平成 29 年８月 22 日に議決を得た小学校施設改修事業 穂高南小学校長寿命化改良工

事 Ⅰ・Ⅱ期 請負契約について、下記のとおり変更請負契約を締結するため、地方自治

法(昭和 22年法律第 67号)第 96条第１項第５号及び安曇野市議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成 17 年安曇野市条例第 48 号)第２条の規

定により、議会の議決を求める。 

 

 

記 

 

 

１ 契約の目的   小学校施設改修事業 穂高南小学校長寿命化改良工事 Ⅰ・Ⅱ期 

 

２ 契約金額    変更前 583,200,000 円 

          変更後 626,940,000 円 

 

３ 契約の相手方  ハシバテクノス・武井組特定建設工事共同企業体 

安曇野市穂高牧 2320 番地１ 

代表 ハシバテクノス㈱安曇野営業所 

所長 吉山 英一 

 

 

平成 30 年 11 月 28 日 提出 

 

 

安曇野市長  宮澤 宗弘 


